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令 和 ７ 年 第 ２ 回 江 東 区 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日  令和７年２月７日（金）午前１０時００分 

 

２ 閉会年月日  令和７年２月７日（金）午前１１時３３分 

 

３ 開 会 場 所       江東区役所 

 

４ 出 席 委 員       本多健一朗（教育長）、安部敏啓（教育長職務代理者）、 

         鈴木清人、淺野美智子、大久保善子 

 

５ 出 席 職 員       青柳教育委員会事務局次長、 

         梅村教育委員会事務局参事 深川図書館長事務取扱、 

         瀧澤庶務課長、西尾学校施設課長（整備担当課長兼務）、 

         金指指導室長（教育センター連絡調整担当課長兼務）、 

         木内教育支援課長（教育センター所長兼務）、大田地域教育課長、 

         吉木江東図書館長 

 

６ 議題 

日程第１ 議案第１号 令和６年度一般会計補正予算（第６号）に関する意見聴取 

日程第２ 議案第２号 令和７年度一般会計当初予算に関する意見聴取 

日程第３ 議案第３号 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例の一部を改正する条例に関する意見聴取 

日程第４ 議案第４号 江東区立幼稚園教育職員の勤務手当規則の一部を改正する規則 

日程第５ 議案第５号 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例に関する意見聴取 

日程第６ 議案第６号 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

日程第７ 議案第７号 江東区江東きっずクラブ条例の一部を改正する条例に関する意見聴

取 

 

７ 報告事項 

（１）第六砂町小学校改築計画（案）について ほか 

 

８ 審議概要 

本 多 教 育 長  それでは、ただいまより令和７年第２回江東区教育委員会定例会を開

会いたします。 

 本日、理事者である佐久間学務課長が欠席となりますので、御了承く

ださい。 

 それでは、本日の会議録署名委員を御指名いたします。鈴木委員、浅
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野委員にお願いいたします。 

 それでは、審議に入ります。日程第１ 議案第１号 令和６年度一般

会計補正予算（第６号）に関する意見聴取を議題といたします。 

 本案について事務局より説明願います。 

 次長。 

 

青柳事務局次長  議案第１号 令和６年度一般会計補正予算（第６号）に関する意見聴

取。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年２月７日。 

 提出者 江東区教育委員会教育長 本多健一朗。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、

江東区長から意見を求められたため、本案を提出します。 

 それでは、補正予算（第６号）について御説明いたします。資料の１

を御用意願います。 

 こちらの１ページの１、令和６年度江東区一般会計補正予算（第６号）

総括を御覧願います。 

 左の表最下段の歳入合計欄及び右の表最下段の歳出合計欄に記載のと

おり、区全体の補正額は５２億４,８００万円の減額で、補正前の額に

対して１.８６％の減となっております。 

 左の表の歳入を御覧願います。歳入は、第１款特別区税や第３款特別

区交付金において増となりましたが、第１８款繰入金で大きく減額とな

っております。 

 次に、右の表の歳出を御覧願います。歳出は、第２款総務費で増とな

ったものの、ほかの多くの款が減となっております。 

 続きまして、２ページ、お願いいたします。 

 ２、教育委員会事務局、（１）歳入歳出予算総括を御覧願います。 

 これは、教育委員会事務局が所管する歳入及び歳出について、それぞ

れの款項目の補正額を記載した総括表となります。教育委員会事務局所

管の歳入補正額は、左の表一番下の歳入合計欄に記載のとおり、１０億

４,９１０万３,０００円の増額で、補正前の額に対し１７.６％の増と

なっております。また、歳出補正額は、右の表一番下の歳出合計欄に記

載のとおり、１５億１,６３５万円の減額で、補正前の額に対し２.８％

の減となっております。 

 次に、歳入について主な内容を御説明いたします。３ページをお開き

願います。 

 （２）歳入事項別明細書を御覧ください。 

 第１２款分担金及び負担金の減は、江東きっずクラブの登録数減によ

り実績減したものでございます。 

 第１４款国庫支出金の増は、主に学校施設環境改善交付金の増額によ
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るものでございます。 

 第１５款都支出金の増は、主に当初予算で計上していなかった公立学

校給食費負担軽減事業補助金の皆増によるものでございます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１６款財産収入の増は、学校施設改築等基金運用収入の増額による

ものであります。 

 第１８款繰入金の減は、学校施設改築等基金繰入金の減額によるもの

でございます。 

 続いて、歳出について主な内容を御説明いたします。５ページをお願

いいたします。 

 （３）歳出事項別明細書を御覧ください。 

 第７款教育費は、１５億１,６３５万円の減額であります。 

 第１項教育総務費は、５億８,７２８万５,０００円の減。 

 第２目事務局費は、右説明欄上段の事業１、給与費及び旅費の減額が

主な内容であります。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 第２項小学校費は、６億９,０６９万９,０００円の減額であります。 

 第１目学校管理費は、右説明欄上段の事業１、給与費及び旅費の減額

や、その２つ下、事業１、小学校校舎維持管理事業における起工差金、

契約差金による減額が主な内容であります。 

 第３目学校給食費は、右説明欄中段の事業１、小学校給食運営事業に

おける調理業務委託等の契約差金による減額が主な内容であります。 

 第５目学校施設建設費は、小学校の改修等における起工差金、契約差

金による減額が主な内容であります。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第３項中学校費は、１億４,３７０万１,０００円の減額で、第１目学

校管理費から第５目学校施設建設費まで、小学校費とほぼ同様の理由に

より減額するものでございます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 第５項幼稚園費は、１,６１３万７,０００円の減額であります。 

 第１目幼稚園管理費は、右説明欄上段、事業１、給与費及び旅費の減

額が主な内容であります。 

 １２ページをお願いいたします。 

 第６項社会教育費は、７,７０２万８,０００円の減額であります。 

 第２目図書館費は、右説明欄、事業１、図書館管理運営事業における

機器・物品借料や運搬料の契約差金による減額が主な内容であります。 

 以上、全体の補正内容といたしましては、主に令和６年度における実

績見込みにより生じた予算の執行残について整理し、減額するものとな

っております。 

 以上で補正予算の説明を終わります。 
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本 多 教 育 長  本案について質疑願います。よろしいでしょうか。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  御説明ありがとうございます。 

 補正予算ということなので、全体的に減額、減額というのは、一番の

原因って何かなと思うと、端的に言うと何になりますか。 

 

本 多 教 育 長  次長。 

 

青柳事務局次長  基本的には、先ほども申しました契約差金ですとか、そちらの残額を

全部整理するという形で、他の区ではそのまま残額にするところもある

んですけれども、江東区方式では、もうなるべく精査して、余ったもの

は全部戻そうというような考えに沿ってやっております。給与費につい

ても同様に、会計年度さんの賃金であるとか、そういったものも、余っ

た分は全部精算するというようなスタンスでやっております。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 今出た給与とか旅費も減額ってなっているんですけど、これって想定

できるものなんじゃないかと思うんですけど、減額するってどういう背

景があるんですか。 

 

本 多 教 育 長  次長。 

 

青柳事務局次長  そうですね、事業を行うに当たって、若干多めに見積りを取っている

ということで、事業の回数の減だったり、天候によってイベントができ

なかったとか、そういったもろもろの事情で執行できなかった分という

のは精査して減額していますので、見積りはそれなりに若干余裕を持っ

て取っているんですけれども、最後、精算するときには精査して全て返

すというような方式を取っております。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 ちょっとここに入るかどうか、ちょっとよく分からなかったんですけ

ど、深川六中だとか、例の入札不調になっている分は、結局、予算執行

できないから、ここを減らして次に計上したりするのかなと思ったんで
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すけど、その辺はこことは別のお話なんでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  入札不調が生じた案件につきましては、補正予算等で組み直しており

まして、そういったところで対応しているところです。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  既に、これ、今回は補正（第６号）ということで、その都度その都度、

補正予算かけていますので、必要になった部分については、途中で予算

を増額して対応したり、減額したりというのをやってきていて、今回は

最終補正になるので、今までやってきた全ての中で見通しを立てて、最

後まで事業を進めた上で、このぐらいの予算であれば大丈夫だねという

ところの余りは全部しっかり計算した上で、江東区の場合はそれを一度

戻すというような形にして、予算の減額を調整をするという形をしてい

ます。 

 なので、人件費も、これだけ必要だろうなと思っていたところ、そこ

までかからなくて済んだという部分を返す。要するに、一人一人の給与

を削っているわけではなくて、多めに人数を見積もっていたものがそこ

まではなかったので返すということ、契約も、予算額を立てていたんで

すけれども、実際に契約したらそれより安く当然、契約ができる部分っ

てありますので、そこの部分を戻しているという形なので、ほとんどが

マイナス、減額になっています。 

 しかしながら、ずっと今まで都からの予算を入れてなかった、都から

歳入があるものについて。それが先ほどの報告があった給食の費用であ

ったりとか、そういった都からお金をもらえるものについて、今回、改

めて予算を組み直したので、そこの分については増額していると。 

 そういった形での最終的な細かく調整をしたというのが、最終補正

（第６号）になっているというものです。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 日程第１について、原案のとおり決定することに御異議ございません

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

本 多 教 育 長  御異議ありませんので、これを決定いたします。 

 次に、日程第２ 議案第２号 令和７年度一般会計当初予算に関する

意見聴取を議題といたします。 

 本案について事務局より説明願います。 

 次長。 
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青柳事務局次長  議案第２号 令和７年度一般会計当初予算に関する意見聴取。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年２月７日。 

 提出者 江東区教育委員教育長 本多健一朗。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、

江東区長から意見を求められたため、本案を提出します。 

 それでは、令和７年度一般会計予算について御説明いたします。 

 令和７年度当初予算のキャッチフレーズですが、「みんながつながる

笑顔があふれる未来を切り拓く新たなるステージへ」としております。

江東区長期計画後期のスタートを迎え、こどもから高齢者まで、あらゆ

る世代のニーズに応えるほか、防災、地域活性化、ＤＸ推進など、今、

求められている施策を展開し、みんながつながり、笑顔あふれる江東区

の未来に向けたさらなる一歩を踏み出す予算として編成いたしました。 

 それでは、資料２－１を御用意願います。一般会計予算の概要につい

て御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 １、令和７年度江東区一般会計予算総括を御覧願います。 

 左の表一番下の歳入合計欄及び右の表一番下の歳出合計欄に記載のと

おり、令和７年度一般会計予算は総額２,７８４億５,３００万円、前年

度比２４１億４００万円、９.５％の増となっております。 

 左の表の歳入の款別内訳を御覧ください。 

 主なものといたしまして、第３款特別区交付金が構成比２５.６％で

第１位を占め、以下、第１款特別区税２３.１％、第１４款国庫支出金

１６.６％の順となっております。 

 右の表の歳出の款別内訳を御覧願います。 

 主なものとして、第３款民生費が構成比４４.４％と最も多く、続い

て第７款教育費、第２款総務費いずれも１６.２％の順となっておりま

す。 

 第７款教育費の歳出総額は４５２億１,００１万円で、前年度比４１

億８,７８７万５,０００円、１０.２％の増となっております。 

 次に、令和７年度教育関係予算について御説明いたします。２ページ

をお願いいたします。 

 ２、教育委員会事務局、（１）歳入歳出予算総括を御覧ください。 

 これは、教育委員会事務局が所管する予算の歳入及び歳出について、

それぞれの款項目の予算額を記載した総括表となります。 

 歳入について、増減の主なものを御説明いたします。３ページをお願

いいたします。 

 （２）歳入事項別明細書を御覧願います。 

 第１２款分担金及び負担金は、３億５７４万９,０００円で、前年度
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比２８４万５,０００円の増となっております。これは、江東きっずク

ラブの利用者増加による利用者負担金の増によるものでございます。 

 第１４款国庫支出金は、４億５,２２９万２,０００円で、前年度比１

億９,６５０万２,０００円の減額となっております。これは、学校施設

環境改善交付金の減が主な内容であります。 

 ４ページをお願いいたします。 

 第１５款都支出金は、２５億３,５４７万円で、前年度比１５億５,５

０５万６,０００円の増となっております。これは、公立学校給食費負

担軽減事業補助金やデジタル利活用支援員配置支援事業補助金などの皆

増が主な内容であります。 

 ５ページをお願いいたします。 

 第１８款繰入金は、２４億７,７００万円で、前年度比１５億１,４０

０万円の減となっております。これは、学校施設改築等基金繰入金の減

によるものでございます。 

 以上が、歳入増減の主なものであります。 

 続きまして、歳出について御説明します。 

 なお、歳出の主な事業につきましては、先日御報告した内容と重複し

ますので、特徴のみ簡単に御紹介させていただきます。 

 １１ページをお願いいたします。 

 第３目教育指導費、右説明欄下段の事業１０、ＩＣＴ教育推進事業で

は、個別最適な学びを実現するため、学校の状況に応じた効果的なＩＣ

Ｔ機器の活用方法等を研究し、推進するＩＣＴ推進校を設置いたします。 

 その２つ下、事業２、豊かな体験活動事業では、区立小中・義務教育

学校に通う児童生徒を対象に、区内施設である有明四季劇場及びTOKYO 

GLOBAL GATEWAYを活用した体験活動を実施いたします。 

 少し飛びまして、１９ページを御覧願います。 

 第２項小学校費、第１目学校管理費、右説明欄中段の事業１、小学校

管理運営事業では、本年９月開業予定の東京辰巳アイスアリーナにおい

て、近隣の区立小学校４年生を対象に、アイススケート体験を試行的に

実施いたします。そのほか、新規レベルアップ事業として、学習支援事

業、日本語指導員派遣事業、教育支援センター事業等、学習環境の充

実・支援を行うもの、地域クラブ活動事業、放課後こどもプラン事業、

幼稚園管理運営事業等、多岐にわたる教育施策を充実させてまいります。 

 令和７年度教育関係予算のうち、歳出のうち、新たな取組や事業の拡

充、見直しの概要については、資料２－２に記載してございますので、

後ほど御参照願います。 

 以上で説明を終わります。 

 

本 多 教 育 長  本案について質疑願います。 

 安部委員。 
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安 部 委 員  ありがとうございます。 

 来年度、やりたいなと思っていて、予算の申請を一応皆さんで検討し

て出してくださったと思うんですけど、結果として認められなかったも

のでインパクトのあるものはありますか。おおむね認められているとい

うことでしたら、それで結構です。 

 

本 多 教 育 長  次長。 

 

青柳事務局次長  おおむね認められております。ありがとうございます。 

 

本 多 教 育 長  ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、お諮りいたします。 

 日程第２について、原案のとおり決定することに御異議ございません

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

本 多 教 育 長  御異議ありませんので、これを決定いたします。 

 次に、日程第３ 議案第３号 江東区立学校の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例に関す

る意見聴取を議題といたします。 

 本案について、事務局より説明願います。 

 次長。 

 

青柳事務局次長  議案第３号 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公

務災害補償に関する条例の一部を改正する条例に関する意見聴取。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年２月７日。 

 提出者 江東区教育委員会教育長 本多健一朗。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、

江東区長から意見を求められたため、本案を提出します。 

 

本 多 教 育 長  庶務課長。 

 

瀧 澤 庶 務 課 長  それでは、私から議案第３号 江東区立学校の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につい

て、御説明をいたします。 

 資料３をお願いいたします。 

 初めに、１、趣旨でございます。改正の概要でございます。 

 学校医等の公務災害補償に係る補償の基礎となる額につきましては、

東京都の条例に準じて定めております。今般、その都条例が改正された
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ため、本条例を改正するものでございます。 

 改正内容、２に記載のとおりでございます。 

 補償の基礎となる補償基礎額を、①学校医及び学校歯科医、及び②学

校薬剤師について、それぞれ経験年数に応じて規定をされております額

を、記載のとおりそれぞれ引き上げるものでございます。 

 新旧対照表につきましては３ページにございますので、御参照願いま

す。 

 なお、これまで公務災害の発生例はございません。 

 施行期日につきましては、公布の日から施行し、令和６年４月１日以

降の公務災害において適用されます。 

 簡単ではございますが、説明は以上です。 

 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。 

 

本 多 教 育 長  本案について質疑願います。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  御説明ありがとうございます。 

 特に文句があるわけではないんですけど、実際に、多分、ここ何年も

特段これを払うような事案はないよってずっと教えていただいていると

思うんですが、想定している公務災害って具体的にはどういうものがあ

りますか。 

 

本 多 教 育 長  庶務課長。 

 

瀧 澤 庶 務 課 長  いわゆる公務災害、勤務をしているときに何らかのけがですとかを生

じたものについて公務災害と認めます。具体的には、学校医ですとか学

校薬剤師等が、例えば学校に行って何らかの学校医、学校歯科医、学校

薬剤師の勤務をしている際のけがです。簡単なものですと、廊下でつま

ずいて捻挫をしたですとか、診断中に何らかの傷病が発生したときに補

償するというものになってございます。 

 また、それが具体的に傷病、いわゆる治療だけではなくて、障害とし

て残ってしまった場合の補償、障害補償というもの、また、万が一亡く

なった場合の遺族に対する補償ですとか葬祭補償、そういうものも条例

で定められているところでございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 日程第３について、原案のとおり決定することに御異議ございません
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でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

本 多 教 育 長  御異議ありませんので、これを決定いたします。 

 次に、日程第４ 議案第４号 江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当規

則の一部を改正する規則を議題といたします。 

 本案について事務局より説明願います。 

 次長。 

 

青柳事務局次長  議案第４号 江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当規則の一部を改正す

る規則。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年２月７日。 

 提出者 江東区教育委員会教育長 本多健一朗。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条の規定に基づき、

本案を提出します。 

 

本 多 教 育 長  庶務課長。 

 

瀧 澤 庶 務 課 長  それでは、議案第４号 江東区幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規

則の一部を改正する規則について御説明いたします。 

 資料の４をお願いいたします。 

 職員の勤勉手当につきましては、昨年の１１月に特別区人事委員会勧

告に基づき、定年前職員は０.１か月、暫定再任用職員については０.０

５か月分引き上げられ、本規則も既に改正をしたところでございます。 

 この勤勉手当でございますが、職員は年に２回、６月と１２月に支給

をされるものでございますが、今般の給与改定が１１月に決定したこと

から、令和６年の勤勉手当の引上げについては、全て１２月の支給分で

引き上げられたところでございます。 

 今回の改正は、来年度、令和７年度の勤勉手当の支給について、引上

げの月数は変更なく、年２回の支給、６月と１２月ございますことから、

そちらに引上げ額を均等に割り振るための改正でございます。 

 施行日は令和７年４月１日でございます。 

 また、その他に記載のとおり、本改正は本規則に対する特別区人事委

員会の承認を前提としておるところでございます。 

 なお、繰り返しでございますが、こちら、職員の勤勉手当については、

令和６年、令和７年、今回の改正においても引上げ額の変更はございま

せん。あくまでも支給月数を、支給月に均等に割り振るための改正とな

っているものでございます。 

 説明は以上となります。 

 よろしく御審議の上、御決定いただきますようにお願いいたします。 
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本 多 教 育 長  本案について質疑願います。 

 鈴木委員。 

 

鈴 木 委 員  職員のこれ、ボーナスですよね。６月と１２月に、３月にも出ますよ

ね。これはどういう取扱いになっているんでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  庶務課長。 

 

瀧 澤 庶 務 課 長  こちらにつきましては、勤勉手当、現在は６月と１２月のみの支給と

いう形になってございますので、現在、こちらの２回に割り振るという

形で定められておるところでございますので、３月は特にない状態にな

ってございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  鈴木委員。 

 

鈴 木 委 員  ３月というのは、実際、出ていますよね、手当が。出ていませんか、

ボーナス。 

 

本 多 教 育 長  次長。 

 

青柳事務局次長  改正されまして、６月と１２月に勤勉手当分を割り振るということで、

年２回の支給に改正されました。３月は、なので出ておりません。昔、

勤勉手当ということで３月支給分があったんですけど、それが割り振ら

れたという。 

 

本 多 教 育 長  鈴木委員。 

 

鈴 木 委 員  ３月にもらっていたやつを、６月と１２月に前もって繰り上げて分配

したと。そうですか。失礼しました。分かりました。 

 

本 多 教 育 長  ちょっと分かりにくい改正になっているところではありますけれども、

先ほど庶務課長からも説明があったとおり、全体としては変わりはない

んですけど、支給が、今年度についてはもう、途中で決まったことなの

で１回でやっていたことを、来年度からきっちり事前に分かっているの

で２回に分けますよという形の改正になるということでございます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 日程第４について、原案のとおり決定することに御異議ございません
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でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

本 多 教 育 長  御異議ありませんので、これを決定いたします。 

 次に、日程第５ 議案第５号 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に関する意見聴取、日

程第６ 議案第６号 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則の一部を改正する規則、これらは互いに関連す

る議案ですので、江東区教育委員会会議規則第１４条第２項の規定によ

り一括議題といたします。 

 本案について事務局より説明願います。 

 次長。 

 

青柳事務局次長  議案第５号 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例に関する意見聴取、議案第６号 江東区

立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年２月７日。 

 提出者 江東区教育委員会教育長 本多健一朗。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法令第２９条及び第１５条の規

定に基づき、本案を提出します。 

 

本 多 教 育 長  指導室長。 

 

金 指 指 導 室 長  それでは、江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例及び条例施行規則の一部の改正について御説明いたします。 

 まず、資料５を御覧ください。 

 改正の趣旨といたしましては、資料にありますように、育児を行う職

員の超過勤務の制限対象の拡大、特別休暇の名称変更、介護を行う職員

に対する介護両立支援制度に係る措置について定めるため、条例の一部

を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、超過勤務の制限対象となる子を養育する

職員について、対象期間を「小学校就学の始期に達するまで」へ延長す

ること、特別休暇のうち、「子の看護のための休暇」を「子の看護等の

ための休暇」へ名称を変更すること、職員から、当該職員による介護を

必要とする状況に至ったと申出があった際、教育委員会が介護両立支援

制度に関わる説明、意向確認、職場における措置を取ることについて定

めることと示しております。 

 詳しくは、新旧対照表の２から５ページに示しております。 

 なお、この施行日は令和７年４月１日からとなっております。 
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 資料６につきましては、この条例の改正に伴い規則の一部を改正する

ものとなっております。 

 説明は以上となります。 

 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。 

 

本 多 教 育 長  本案について質疑願います。 

 よろしいでしょうか。 

 お諮りいたします。 

 日程第５及び日程第６について、原案のとおり決定することに御異議

ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

本 多 教 育 長  御異議ありませんので、これを決定いたします。 

 次に、日程第７ 議案第７号 江東区江東きっずクラブ条例の一部を

改正する条例に関する意見聴取を議題といたします。 

 本案について事務局より説明願います。 

 次長。 

 

青柳事務局次長  議案第７号 江東区江東きっずクラブ条例の一部を改正する条例に関

する意見聴取。 

 上記の議案を提出する。 

 令和７年２月７日。 

 提出者 江東区教育委員会教育長 本多健一朗。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、

江東区長から意見を求められたため、本案を提出します。 

 

本 多 教 育 長  地域教育課長。 

 

大田地域教育課長  江東区江東きっずクラブ条例の一部を改正する条例について、御説明

いたします。 

 資料７をお開きください。 

 初めに、１の改正の理由でございます。本条例は、江東きっずクラブ

における実施場所や利用手続等を定めているものでございます。１１月

の教育委員会にて、江東きっずクラブ塩浜の民営化について御報告して

おりますが、民営化に伴い事業の拡充を行うことから、本条例の改正が

必要となるものでございます。 

 次に、２の改正の概要でございます。対象となるのは、条例第６条第

２項となりますが、この規定は、江東区立クラブＢ登録の育成時間の延

長に係る規定となっており、これまできっずクラブ塩浜は延長を行って

おりませんでしたが、民営化によりサービスを拡充し、延長を実施する

ことといたします。このため、本規定の適用を除外する文言が記載され
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ている中から、江東きっずクラブ塩浜を削除するものでございます。 

 次に、３の新旧対照表でございます。本条例の一部改正の詳細につき

ましては、２ページに新旧対照表をつけてございますので、御参照願い

ます。 

 次に、施行期日でございます。民営化が実施されます令和７年４月１

日としております。 

 説明は以上でございます。 

 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願いいたします。 

 

本 多 教 育 長  本案について質疑願います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、お諮りいたします。 

 日程第７について、原案のとおり決定することに御異議ございません

でしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

本 多 教 育 長  御異議ありませんので、これを決定いたします。 

 これより報告事項に入ります。 

 報告事項１ 第六砂町小学校改築計画（案）について説明願います。 

 学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  それでは、報告事項の１ 第六砂町小学校改築計画（案）について御

説明いたします。 

 資料８を御覧願います。 

 初めに、１の基本設計についてですが、本年度から第六砂町小学校改

築基本設計・実施設計委託を行っており、基本設計業務におきまして、

児童や学校関係者、地域の方々を対象としたワークショップを令和６年

７月から１１月にかけて計４回実施し、意見の収集及び計画への反映を

行ってまいりました。 

 概要につきましては、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造５階建て、延べ

面積は約８,０００平方メートルで建設する予定でございます。 

 現在の児童数は２８７名、１２学級規模でしばらく推移する見込みで

ございますが、今後の動向も考慮し、改築での普通教室を１４教室とい

たしました。また、少人数教室を６室、特別教室などを計画してござい

ます。 

 そのほか詳細につきましては、別紙１、第六砂町小学校基本設計図等

に記載してございます。 

 それでは、別紙１のほうを御参照願います。 

 別紙１の１ページ目は既存校舎配置図となっており、続く２ページ目

が改築後校舎配置図となってございます。建物の配置計画につきまして

もワークショップで御意見をいただいており、本計画は、南に校舎、北
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に校庭を配置する計画ですが、ワークショップでは、夏場には校庭に日

陰をつくってほしい、体育館は避難所として活用できるようにしてほし

い、職員室、教室から校庭が見えるようにしてほしいなどの御意見があ

り、こうした御意見と近隣の住環境に対する影響に配慮し、この配置に

決定したところでございます。 

 このほか、グラウンドの舗装につきましても、土ぼこりへの配慮を含

め、雨天後に利用しやすい全天候型の人工芝を採用する予定であり、ト

ラック１００メートル、直線コース５０メートルを配置いたします。 

 次に、３ページからの平面図を御覧願います。 

 平面計画は、ワークショップでの意見も取り入れ、児童にも分かりや

すい普通教室エリアと管理諸室や特別教室エリアをゾーニングした設計

としてございます。普通教室は北側を中心に配置し、南側に特別教室等

を配置してございます。 

 １階では、搬入経路を考慮し、南東側を給食室、西側に家庭科室、ラ

ンチルームを配置してございます。また、北東側にはメインの昇降口、

エントランスホールと図書室を整備し、中央の階段ホールと併せて児童

が活動できるスペースを用意してございます。 

 次に、２階でございますが、北側に普通教室、東側に職員室や校長室

などの管理諸室エリアとし、南側に特別教室と屋外テラスを配置してご

ざいます。 

 次に、４ページ目を御覧願います。 

 ３階、４階ともに北側に普通教室、南側に少人数教室を設け、少人数

教室は２室つなげて使用することも可能としてございます。また、３階

東側エレベーターからアクセスしやすい位置に屋内運動場を設け、外部

階段からスムーズにアクセスできるようにしてございます。また、災害

時には避難所となることから、防災備蓄倉庫を隣接させ、配置してござ

います。音楽室につきましては、屋内運動場と同じ階に設置し、催しで

の楽器移動を容易としてございます。また、各階には多目的な活動や防

災面で活用できるテラスを設置してございます。 

 次に、５階につきましては、屋上プールとして活用する計画でござい

ます。また、屋上部分には、緑化や太陽光発電設備等を設置する予定で

ございます。 

 今後、学校側との具体的な協議を踏まえ、実施設計を進めてまいりま

す。 

 それでは、資料８にお戻り願います。 

 ２の改築計画（案）のスケジュールについてですが、（１）の近隣向

け計画説明会について、令和７年４月下旬に実施する予定でございます。 

 次に、（２）の改築工事につきましては、令和８年７月から令和１１

年１１月の期間で実施する予定でございます。 

 なお、工事期間中は既存校舎で授業を行い、仮校舎には通学しない、
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いわゆる居ながら工事をする予定でございます。 

 そのほかにつきましては、別紙の２、第六砂町小学校改築計画（案）

のスケジュールに記載してございますので、後ほど御参照願います。 

 私からの報告は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。 

 鈴木委員。 

 

鈴 木 委 員  １階の図書室なんですが、たしか前、教育長言われたかどうか、開放

型みたいな話を聞いたような気もしたんですが、そういうことは設計に

は入ってないということでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  開放型というのはなかなか難しいところで、学校のやはりセキュリテ

ィ上の問題ですとか、そういった利用のところも考慮してなかなか難し

いところでございますので、配置としては昇降口に近いところで、また、

学校での運用の中でその辺りは対応していただけるものと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  説明ありがとうございます。 

 現行のグラウンドと新しくなってからのグラウンドの面積って、同等

でしょうか。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  面積につきましては、同等の規模で確保する予定でございます。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 もう１点、少人数教室というのは、設計上は普通教室とどういった点

が違うのか教えてください。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 
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西尾学校施設課長  少人数教室につきましては、通常の普通教室とほぼ同様な形で計画を

する予定でございます。ただ、今回、２室つなげて真ん中の間仕切り壁

は動かせるようにするということで、２室で使えるような計画で考えて

いるところでございます。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 今おっしゃられたのは、２つつながっている少人数教室のところを全

部、全部がそうということですか、つながるというのは。何階の。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  先ほど御説明いたしました３階と４階、ページで言いますと、４ペー

ジ、こちらになります。一応、各学年に１教室ということで計画してい

るところでございます。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 多分、今ですと、各学年２クラスにちょっとどこかが３クラスになる

かなぐらいな想定が最大なのかなと思うんですけど、もっと増えても少

人数教室が普通教室として活用ができるという理解で合っていますか。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  将来的に、児童数の増加により普通教室化対応するということで、少

人数教室を計画しているところでございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 大久保委員。 

 

大 久 保 委 員  前、地域との交流をテーマにしていて、そのときにもうちょっと何か

増やせたらなという話を聞いた覚えがあるんですが、増えたところはあ

りますか。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 
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西尾学校施設課長  先ほどのページでいきますと、２ページ目のところなんですが、配置

のところで工夫をしておりますのが、校舎の南側に亀高公園がございま

して、ちょうど地区集会所が位置してございます。専ら屋外活動も盛ん

に行われていると聞いておりますので、集会所用の門を設置して、学校

との行き来がしやすい計画としてございます。 

 以上でございます。 

 

大 久 保 委 員  ありがとうございます。 

 

本 多 教 育 長  ほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 今回、六砂小の計画については、居ながら工事を行うということとか、

また、校舎を南側に設置するという意味では、これまで江東区としてや

ってきた一つの仮校舎というところだったり、学校を建てるときのこれ

までの通説みたいなところとはちょっと違う形になっています。改めて

その辺のメリットについて、ちょっと御説明いただければと思います。 

 学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  今回、第六砂町小、居ながら工事とする予定でございます。このメリ

ットとしましては、ワークショップの中でも地域の関係者の方からも意

見が出ておりましたのが、現状の仮校舎に行くというのがなかなか難し

いというような御意見はございました。そういったところにも配慮が必

要かなというところと、あと、現状の校舎に通いながら、学校ができて

いく様も見ていただけるというところではメリットが大きいんではない

かなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  南側校舎の配置についてはどうですか。 

 学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  あと、南側の配置につきまして、夏場のやはり日差しが強いというこ

とで、影をつくってほしいというのは、これ、ワークショップの中で地

域の関係者、また、あと、こどもたちからもそういった意見が出ており

ました。それで広大な日陰はなかなか確保しづらいかもしれないんです

けども、できるだけこどもたちに安全に屋外活動をしていただけるよう

にということで、南側に配置をしているところでございます。 

 あと、最近のタブレットの扱いで、太陽光が反射してまぶしいのでカ

ーテンを閉めるといったお声も聞かれておりまして、今回、普通教室、

北側に配置しておりますけども、そういった反射光も防げる配置という
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ことでは考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  今、説明があったと思うんですけど、見ていただくと分かるように、

普通教室が北側にあるんですよ。南側は特別教室等がある。今、学校施

設課長からも説明があったように、現代的な課題への対応という部分が、

これまでの学校の通説となっていた常識とはちょっと違うところで解決

できるのではないかという提案ではあります。 

 今のタブレットの画面が見づらいという部分については、実は今、南

側にほとんど普通教室があるんですけど、学校に行くとお分かりいただ

けるかもしれませんが、カーテンをザッと閉めているケースってすごく

多いんですね。それがやはり画面が見づらいとか、直射日光が逆にかな

りきついということもかなりありまして、学校でカーテンを閉めている

ケースというのが非常に多い。 

 しかしながら、今、北側に普通教室がある学校も幾つかあるんですけ

ども、そちら側はカーテンを閉めずに、明るさも取り入れながら授業が

できているという部分では、これ、一般的なこれまでの概念を持ってい

るとあれって思うところもあるかもしれないんですけども、総合的にそ

れぞれの課題を解決できるのではないかということでの新たな提案を、

専門家も含めて検討した、そして、ワークショップでも御意見をいただ

いたということ。 

 また、そして今、学校施設課長からも説明ありましたが、ひなた、要

するに外での気温が非常に上がっている、夏場は非常に長いという部分

での、こどもたちが元気に外で活動できる時間という部分では、丸っき

り全部が日陰になるわけじゃないですけど、日陰の部分が校舎によって

できるところをうまく活用するということも一つある。 

 ただ、冬場、日陰になるのはどうかということもあったりする部分も

ありますけれども、六砂小の場合は前面に、先ほど説明があったように

亀高公園がありまして、そちら側がぽかぽか南側に当たる部分もあると。

そういったところを教育活動に十分活用できるところもあるということ

で、総合的にここの六砂小学校だからできる部分もあるというふうに考

えています。 

 また、仮校舎に行かないという部分については、小名木川小学校は仮

校舎に通っていますけれども、六砂小学校の校庭の広さというのが一つ

ありまして、この校庭の広さであれば、仮校舎を造りながら既存校舎で

生活しながらも学習ができると。 

 ただ、説明の中にはありませんでしたけど、体育館が使用できないと

かプールが使用できないということが出てきますが、これも、今、話題

となっている、例えばプールが必要なのかどうかということに対する検

証でありますとか、また、近隣の学校から非常に協力的なお話をいただ
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けていて、どうぞ、体育館を使ってくださいというところもあるという

ことで、六砂小ならではの新たな提案ができる、よさを併せた上での提

案になっているというふうに御理解いただければいいかなというふうに

思っています。 

 そういったところも含めて、４月に説明会がありますので、保護者含

め地域の方々にそういった部分を十分御理解していただけるような説明

をすることが大事かなというふうに思っていますので、その辺について

は学校施設課のほうで十分対応していただければと思っています。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

 では、以上で本報告を終了いたします。 

 続いて、報告事項２ 改築・大規模改修工事期間中の学校移転先につ

いて御説明願います。 

 学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  それでは、報告事項の２ 改築・大規模改修工事期間中の学校移転先

について御説明をいたします。 

 資料９を御覧願います。 

 初めに東雲小学校でございますが、大規模改修を予定しており、工事

期間は令和７年７月から令和８年８月末まで、移転期間は令和７年７月

から令和８年７月までを予定してございます。移転先は南砂仮校舎で、

スクールバス通学を予定してございます。 

 次に、先ほど御説明しました第六砂町小学校でございますが、こちら

は改築工事を予定しており、工事期間は令和８年７月から令和１１年１

１月末まで、仮校舎に移転せず既存校舎を活用しながらの工事を実施す

る予定でございます。 

 次に、越中島小学校でございますが、こちらは大規模改修を予定して

おり、工事期間は令和８年１２月から令和１０年６月末まで、移転期間

は令和８年１２月から令和１０年７月までを予定してございます。移転

先は南砂仮校舎で、スクールバス通学を予定してございます。 

 次に、毛利小学校でございますが、こちらは大規模改修を予定してお

り、工事期間は令和１０年７月から令和１１年１１月末まで、移転期間

は令和１０年７月から令和１１年１２月までを予定してございます。移

転先は大島仮校舎で、スクールバス通学を予定してございます。 

 次に、南砂小学校でございますが、こちらは大規模改修を予定してお

り、工事期間は令和１０年７月から令和１１年１１月末まで、移転期間

は令和１０年７月から令和１１年１２月までを予定してございます。移

転先は南砂仮校舎で、徒歩通学を予定してございます。 

 次に、第二砂町中学校でございますが、こちらは改築工事を予定して

おり、工事期間は令和１１年１２月から令和１４年９月末まで、移転期

間は令和１１年１２月から令和１４年７月までを予定してございます。
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移転先は南砂仮校舎で、スクールバス通学を予定してございます。 

 次に、亀戸中学校でございますが、こちらは大規模改修を予定してお

り、工事期間は令和１１年１２月から令和１３年６月末まで、移転期間

は令和１１年１２月から令和１３年７月までを予定してございます。移

転先は大島仮校舎で、徒歩通学を予定してございます。 

 次に、大島西中学校でございますが、こちらは大規模改修を予定して

おり、工事期間は令和１３年７月から令和１４年１１月末まで、移転期

間は令和１３年７月から令和１４年１２月までを予定してございます。

移転先は大島仮校舎で、徒歩通学を予定してございます。 

 私からの報告は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。 

 鈴木委員。 

 

鈴 木 委 員  大規模改修と改築って分かれていますよね。これはどういう基準とい

うか、そういうところで、これ、大規模改修だ、これは改築だというふ

うに分けているのか。改築というのは、どのぐらいのスケールの話をし

ているのか。大規模改修って恐らく内部だけだというふうに、気がして

いるんですけれども、その辺、ちょっと教えてください。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  改築と大規模改修の違いにつきましては、基本的には、建物の躯体の

強度等を調査して、そこが境目になるというところでございますが、通

常の使用には耐え得るんですが改修ではなかなか難しいという場合は、

全面的な建て替えを考えているというところでございます。 

 あと、大規模改修工事につきましても、基本的に中の内装等も全て剝

がしまして、コンクリートなり、我々、躯体と呼んでおりますが、そう

いった状態にしますものですから、仮校舎に移転して授業をお受けいた

だくということが必要になりますので、今回、移転先として御報告をさ

せていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  すみません、ちょっと僕、理解、今もできなかったんですけど、全面

的な工事は大規模改修で、躯体を残す工事は改築ですか。逆。 
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本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  全面的に建て替えをするものが改築工事で、躯体を残して改修をする

ものが大規模改修工事となります。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  すみません。ありがとうございます。 

 あと、工事期間が大体１年ぐらいのものと２年ぐらいのものと分かれ

ていると思うんですね。これは学校の大きさとかそういうのによるのか

なと思うんですけど、居ながら改修だとどうしても長くなりがちだった

りするものでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  今回、移転するものを報告してございますが、居ながらで改修する工

事も予定してございます。その場合、やはりちょっと時間がかかるとい

うことで考えているところでございます。それぞれ、改修の内容により

まして工事期間のほうは設定しているという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 結構前から南砂の仮校舎が大分古くなってきているよという声はあち

こちから聞こえてきているんですが、この予定を見ると、南砂仮校舎を

使い続けているような印象なんですが、その辺は何か御検討はされてい

ますでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  今回、長期計画の後期の内容に基づいて御報告をするものでございま

すが、南砂仮校舎は、都度都度、改修も実施しているところでございま

す。また、今後、状況を見て、しかるべきときに必要な改修は実施して

いくことを考えております。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。 

 それでは、本報告を終了いたします。 
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 続いて、報告事項３ 江東区学校施設の将来ビジョン（案）について

を説明願います。 

 学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  報告事項３ 江東区学校施設の将来ビジョン（案）について御説明い

たします。 

 恐れ入ります、資料１０－１を御覧願います。 

 まず、１、江東区学校施設の将来ビジョン（案）についてでございま

す。これまでも御説明を申し上げておりました、今後の学校施設に求め

られる機能や空間の在り方の指針となる本ビジョンの策定に当たりまし

て、４回の検討会議を開催し検討を進めてまいりました。また、素案に

対する意見募集を行い、案をまとめたところでございます。 

 次に、２、素案からの主な変更点でございます。意見募集での御意見

や検討会での議論を踏まえ、主に第２章、第５章、第６章の変更を行っ

てございます。詳細は本編にて御説明をいたします。 

 それでは、資料１０－３を御覧願います。こちらは案の本編でござい

ます。 

 ２４ページをお開き願います。 

 

本 多 教 育 長  資料のページの２４ページ。 

 

西尾学校施設課長  資料１０－３の２４ページをお開きください。 

          こちらの第２章の「学校施設の現状」の章におきまして、教員へ行っ

たアンケートを掲載してございます。資料のページで言うと、２４ペー

ジから２９ページまでがアンケート結果となります。 

 こちらにつきましては、平成２４年以降に整備した７校の教員にアン

ケートを追加して実施をしました。こちらでいただいた御意見につきま

しては、今後の具体的な設計業務の中で参考としてまいります。 

 続いて、資料のページで言いますと７１ページを御覧願います。 

 こちらにつきましては、第５章の「施設整備方針」に「その他の諸室」

ということで追加をしてございます。 

 続きまして、資料のページで言いますと８４ページ、８５ページを御

覧願います。 

 第６章の「実現に向けて」の章に、最後の「実現イメージ」としまし

て、本年１月より着工しております小名木川小学校のイメージパースを

追加してございます。そのほか、全体の共通事項としまして、より伝わ

りやすくするための各表記、図の修正等を実施してございます。 

 資料１０－４は計画案の概要版となりますので、こちらについては後

ほど御参照願います。 

 それでは、恐れ入ります。資料１０－１にお戻り願います。 
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 ３、意見募集の結果になります。素案に対する意見募集につきまして

は、昨年１２月１１日から２６日の期間に区報、ホームページ、窓口等

で行いました。対象は、区内在住・在勤の方、意見数は８名の方から２

０件の御意見を頂戴してございます。 

 （２）は意見の概要となります。学校のセキュリティ強化について、

プールの在り方についてなど、記載の御意見をいただいたところでござ

います。 

 詳細につきましては、資料１０－２にまとめてございますので、後ほ

ど御参照願います。 

 この施設整備に関する御意見につきましては、計画案の基本方針及び

施設整備方針の中でその視点に触れており、大きな変更等はございませ

ん。 

 最後に４番目、今後のスケジュールについてでございます。本委員会

の報告を区議会第１回定例会、文教委員会で報告の後、今年度末をめど

に策定し公表する予定でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本案について質疑願います。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございました。 

 先ほど教員の方からアンケートを取られたという話なんですけど、も

う異動された教員とかもいるような気がするんですが、遡及して皆さん

に伺えているものなんですか。 

 

本 多 教 育 長  学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  教員の方につきましては、現在、お勤めになっている方から意見を頂

戴している状況でございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。 

 何かその中で特徴的なことがあれば。 

 学校施設課長。 

 

西尾学校施設課長  それでは、資料１０－３の資料ページの２９ページのところなんです

が、木質化については好意的な御意見を、御評価をいただいているとこ

ろですが、２６ページのところなんですが、教室やロッカーが狭いとい

う大きさについての御意見も頂戴しております。 

 我々のほうとしましては、この資料の５６ページに教室の大きさのほ
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うにも言及しているわけでございますけれども、やはりゆとりある教室

の広さを、今後、確保していきたいということで、そういった教員の方

の御意見も参考にしながら、今後、計画の中で進めていきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  ほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 前回の皆さんからの御意見も反映しながら、内容が少し変わってきた

ところがあります。よく文章を読んでいただくと、方針が非常に細かく

書かれているところがありますが、現在の整備事例の写真を中心に載っ

ているので、現在も非常に先進的なことをやっているので、それでも十

分なんですけれど、またさらにそれより未来志向でいくといった部分で

は、もう少し記載をするようにと私からも言わせていただき、今回、資

料１０－３の部分で言うと、教室のところです。資料のページ数で言う

と、５７ページですかね。右側のデータページで言うと６１ページにな

りますけれども、そこの下のところに「未来志向の教室の視点」といっ

たコラムを入れてもらいました。 

 そういった部分で、実際の写真ではなくイラストチックなもので、要

するに教室を、今の学びをさらに未来志向で進めていくためにはこうい

ったところを考えていますよという部分でのイラストを入れてもらった

ところです。実際に整備したものだと未来志向のことがなかなか書けな

いので、こんなふうにちょっと工夫をして入れていただきました。 

 先ほど教員からのアンケートでも広さのことがあったという部分もあ

りましたけど、木質化の評価は非常に高かったというところで、広くし

ながら、木質化も進めながら、さらにそこの視点であるような、例えば

今、各学校で入れているモニターを使ってやる授業です。今、モニター

のインチを上げていただいて、非常に大きなモニターを使っていて、後

ろからでも本当にモニターで十分明るくきれいに見られるものになって

きています。そういったものを効果的に配置するような教室を意識した

コラムを入れてもらっています。 

 今後、学校施設課は、当然、ハードの部分で、建物のことではあるん

ですけれども、例えば教育の内容という部分で指導室であったり、備品

というところで学務課であったり、教育委員会全体で協力しながら、教

室環境をいいものにしていきたいというところで、あえてコラムをこう

やって入れていただいたところであります。 

 これに基づいて、さらにこどもたちの学びが充実するような環境整備

をしっかり進めてもらいたいなというふうに思っております。 

 よろしいでしょうか。 

 では、本報告を終了いたします。 
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 続いて、報告事項４ 江東区立中学校・義務教育学校（後期課程）学

校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画の素案についてを説明

願います。 

 教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  公立中学校・義務教育学校（後期課程）休日部活動の地域連携・地域

移行推進計画の素案について御説明をいたします。 

 資料１１－１を御覧ください。 

 まず、１番の概要についてです。昨年度から試行事業などを行ってき

ました、いわゆる部活動の地域移行につきまして、国のガイドラインや

東京都の推進計画に基づき、江東区における方針の策定をするものです。 

 次に、２番の検討の経過についてです。これまで学識経験者、中学校

長はじめ部活動顧問代表や保護者代表、地域活動団体の代表などの委員

から御意見を伺う休日部活動の地域連携・地域移行推進会議を開催した

ほか、区の関係課長などで構成され、事前に庁内検討を行う庁内検討会

議も並行して開催し、庁内の関係部署との連携や情報共有を図ってまい

りました。 

 なお、検討の際、江東区のこどもたちや教員がどのように考えている

のかを把握するために実施したアンケートを基に、江東区ならではの方

針の策定に努めております。 

 ３番の素案の構成です。第１章「計画の概要」、第２章「部活動の現

状」、第３章「推進方針・重点取組」となっております。 

 冊子、資料１１－２、１９ページを御覧ください。 

 （１）の区の推進方針を御覧ください。学校教育から社会教育分野に

地域移行し、学校や行政だけでなく、区内で活動しているスポーツ・文

化芸術に携わる団体などが一体となり、こどもたちが将来にわたりスポ

ーツ・文化芸術に触れ合う環境を創出するとしております。 

 次に、２０ページを御覧ください。 

 ここからは、本区の部活動改革において主要な２つの重点取組、江東

区スタイルです。 

 ２１ページ、重点取組１「地域クラブ活動の推進」では、図のとおり、

現在の学校の活動を母体に、あるいは近隣の学校などと合同で行う活動

において、運営団体が学校の意向を聞きながら人材の募集・配置を行い

ます。また、平日の活動と休日の活動と指導の一貫性が保たれるよう調

整を行ってまいります。令和７年度には、全校でそれぞれ１クラブの試

行運用を実施いたします。 

 将来的に、全ての休日部活動が移行した後の学校単位で見たイメージ

は２３ページにあります。 

 運営団体と学校との連携については、２４ページにございます。 

 重点取組２について、２５ページをお開きください。 
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 江東区には既に地域のスポーツ、文化芸術団体、社会教育団体などが

数多く存在します。そこで、今回の地域移行に併せ、生徒の活動機会が

学校での活動に限られることなく、一定の要件を満たした地域で行われ

ている活動を地域クラブ活動として集約し、生徒たちが主体的に選ぶこ

とができる多様な選択肢を提供できる体制を構築していくというもので

す。 

 資料１１－１に戻ります。 

 ４番の策定スケジュールについてです。教育委員会、文教委員会への

報告後、３月にパブリックコメントを実施し、地域連携・地域移行推進

会議と庁内検討会議を経て、６月に方針を報告できるよう進めてまいり

ます。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  説明ありがとうございます。 

 先ほどの１１－２の資料でお示しいただいた２１ページ目、重点取組

の１のモデルってやつなんですけど、想定パターン、今、課長からはも

う合同でやるというお話でしたけど、これだと単独型と拠点校型の２つ

が示されていますけど、単独型はやらないということですか。 

 

本 多 教 育 長  教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  学校のニーズ、それぞれ１校ずつ、１つのクラブ取組になりますので、

学校のニーズに合わせて単独型、もしくは拠点校型、合同実施型を選べ

るような形で考えております。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  想定だとは思うんですけど、江東区、一応、まだ広いかなと思うんで

すよね。拠点といっても、例えば区役所に集まってねといっても結構遠

いところもあったりすると思うんですけど、その辺は今、どんなふうに

お考えですか。 

 

本 多 教 育 長  教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  学校の実態に合わせてです。近隣で合わせて合同で活動したほうが効

果的ということであれば、また、学校間で連携しながらということも考
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えております。 

 例えば、今年度吹奏楽を対象に試行実施してきましたが、楽器の運搬

も非常に大変ですので、亀戸中、亀戸三中、大島西中という近隣で集ま

って実施したことは非常に効果的でした。そういったことも各学校のニ

ーズや区全体の状況を把握しながら進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 三亀中に吹奏楽部が集まるというのは、もう昔からやっていることな

んですよね。地域で集まってというのは、年に１回とか集まるというの

は毎回やっていることなんですけど、それを活用するのはいいと思うん

ですけど、実際、吹奏楽部の話になったんで、特に楽器の運搬ってお金

がかかる、丁寧に扱う学校ほど、レンタカー借りたり、結構手厚くやっ

ているところもあって、生徒の移動のことを先ほど僕、申し上げました

けども、それもちょっと心配なのと、負担が増えると思うんですよね。

毎回移動して拠点でやるよってなると、そこに全部楽器をもう集約する

のかとか、そうすると場所の問題とかも出てくるような気がするんです

けど、ある程度、その辺って何か想定されていますか。 

 

本 多 教 育 長  教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  今年度も試行実施した理由というのがそこにあります。楽器の運搬も

非常にお金もかかりますし、係員にかなり丁寧に取り扱っていただきま

した。ですので、今年度、積み上げてきたものを活用しながら進めてい

きたいと考えております。 

 こどもたちにとっても、特に雨天時に大きな楽器を運ぶのが大変であ

ったということがありましたので、どういった練習を平日に重点的にや

り、発表前だけ集まるのかといったこともまた、来年１年間試行しなが

ら考えていきたいと思います。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 自分が深川六中のときには、ＰＴＡで補助をするとか、そういうこと

もしていたんですよ。お金のことについては、どんなふうに検討されて

いますか。 
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本 多 教 育 長  教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  こちらにつきましても、民間等の運営団体が決定した中で、予算を踏

まえながらどのように進めるか、検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 取りあえずこどもたちについては、基本的には歩いていけるような拠

点を想定していてということでよろしいでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  既に江東区内で、近隣ではない学校でも自主的に集まって進めてやっ

てくださっているという学校もあるという情報もいただいています。で

すので、多少離れていても実施できる時間などを調整しながらできるか

どうかも踏まえて、各学校から情報をいただきながら連携して進めてい

きたいと考えております。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  すみません。例えばカヌーとかヨットとか俳句クラブとかもあると思

うんですけど、ああいうところも結構遠くから来ている者を、結局、安

全とか移動のところ、勝手に行ってねというのはもう言えなくなっちゃ

うと思うんですよね、これを主導する場合は。なので、その辺はちょっ

と御検討していただきたいなというのと、今、地域移行するに当たって、

民間ってどうしてもスポーツ系というか運動系が多いような気がしてい

るので、一方で文化部も結構あるので、その辺も御検討いただければと

思います。 

 

本 多 教 育 長  教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  現在行っているのは、休日の地域移行です。アンケートを取ってみた

ところ、江東区の中で定期的に活動するのは吹奏楽部ということが分か

りました。そこで、吹奏楽部の試行を今年度実施したところです。 

 それから、今、お話しいただいたとおり、将来的なことを考えますと、

この江東区スタイル、重点取組の１、いわゆる「学校の平日の活動と連
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動した形の休日の活動」だけではなくて、重点取組の２、「地域活動の

集約・一体的紹介」も行う予定です。 

 そうしますと、既に江東区では地域のスポーツ、文化芸術団体、社会

教育団体など数多く存在し、多様な活動を行っていることから、こうい

ったものを集約して中学生に紹介していきたいと考えております。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  すみません、最後に。ちょっと今回の話って結構大きい話で、中学校

の先生もすごく心配していていろんな意見、分かれていると思うんです

ね。できれば、区内だけで考えるのではなくて、江戸川ですとか墨田、

江東、葛飾、足立とか、近隣ですね。別に中央区を除けと言っているわ

けじゃないですけど、今、出ませんでしたけど、比較的お仲間というか、

事情が似ているところとちょっと相談ですとか、事例みたいなものはち

ょっと協力し合ってほしいと思います。 

 

本 多 教 育 長  教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  ありがとうございます。 

 昨年度から、近隣の区をはじめ、市部や東京都以外につきましても情

報を収集しているところです。実際に職員が訪問してお話を聞いたり、

電話で聞いたりしました。日常的にいろんなホームページ等の情報をい

ただき、江東区らしさを踏まえて、検討委員会ですとか、推進計画の作

成ですとか、今後の制度設計の参考にさせていただきました。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。 

 今、安部委員からもたくさん御意見をいただいたところではあります

けれども、これ、今までやっぱり教員に頼り過ぎていた現状を変えなけ

ればいけないという、長きにわたりもう教員のボランティアに支えられ

てきたところを大きく変えていかなきゃいけないということなので、今、

安部委員がおっしゃったように、御不安に思う方とか、また、これまで

のことから考えていこうとされる方もたくさんいらっしゃる中で、大き

なかじ取りをしていかなければいけないというところがあります。 

 そういった部分で、これまでの部活をどうするかというところが大き

な視点になっているところはあるんですけれども、やはり将来的に少し

先を見据えて考えなきゃいけないところと、先ほど安部委員からもあり

ましたけど、お金の問題、やっぱり持続可能な形にしていかなければい

けないと思います。 
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 これまでは、先ほど安部委員からまたＰＴＡで補助を出していたみた

いな部分というのは、これ、もう本当に持続可能という部分では非常に

難しいケースだと思いますし、これまではそういったことがあっても今

後は難しいところもたくさんあると思うので、そこをどうやって考えて

いくか。それから、受益者負担のケースとか、また、先ほど安部委員か

らあった安全面のこととか、様々なことを本当に考えていかなければい

けないので、一足飛びにはなかなかできないと思うんですけれども、た

だ、こどもたちは多様な考え方を持っていたり、また、地域にはいろん

なリソースがあるので、そういった部分を我々がうまく整理していくこ

とが必要だろうと思っています。 

 今は、現状、皆さんが考えていらっしゃる部活をどう移行していくか

という視点でやっているんですけど、実はここに出てこない選択肢とい

うのはたくさんあって、例えばジュニアリーダーとか、また、自分で図

書館で勉強するとか、放課後、自分の考えで自由にいろんな選択肢から

選べるようにしていくというのが将来的な在り方だろうと思っています

ので、そこまでを見据えた上でどういうふうにやっていけるかというこ

とが非常に重要になってくるだろうと思っています。 

 ついては、繰り返しになりますけど、持続可能な形をどうしていくか

という部分で、それは区が全て予算を担っていくというのも難しいとこ

ろがあります。そういった部分では、企業の協力を得るとか、様々ＮＰ

Ｏの協力を得るとか、いろんなことも考えていかなきゃいけないので、

今回、先ほど報告があったように、モデルケースとして得られたことを

うまく次につなげていくというところが大事かなというふうに思ってい

ます。 

 来年度に向けては、当初予算でも予算化されたものもありますので、

そこを十分うまく使って前に進めていければなと思っております。 

 以上で報告を終了いたします。 

 続いて、報告事項５ 令和７年度コミュニティ・スクール導入候補校

について説明願います。 

 地域教育課長。 

 

大田地域教育課長  それでは、令和７年度コミュニティ・スクール導入候補校について御

説明いたします。 

 資料１２をお開きください。 

 初めに、まずコミュニティ・スクールについて御説明させていただき

ます。コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置している学

校のことで、学校運営協議会とは、学校運営について地域住民や保護者

等が校長の作成する基本方針を承認したり、学校と様々な課題を共有し

たりするとともに、必要な支援等を協議する合議体の機関のことでござ

います。学校運営協議会の設置によりまして、地域住民や保護者等が一
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定の権限と責任を持って学校運営に参画することになります。 

 このため、コミュニティ・スクール導入後は、学校運営に地域の声を

積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていく

ことができます。そうしたことから、本区では全校の導入を進めている

ところでございます。 

 資料の項番１、これまでの経緯についてでございます。本区におきま

しては、令和２年１０月に１校目となる八名川小学校に導入をしまして、

コロナ禍を経まして、令和５年４月に小学校２校、中学校１校の３校に

導入、本年令和６年４月に小学校９校、中学校４校、義務教育学校１校

の１４校に導入し、現在１８校に導入されている状態でございます。 

 令和７年度の導入候補校につきましては、令和６年７月に未導入の学

校長を対象とした導入意向調査の結果を踏まえまして、学校評議委員会

等で制度概要についての説明と、導入に当たっての意見聴取を行ったと

ころでございます。 

 次に、項番２、導入候補校の検討結果についてでございます。令和７

年度には、資料記載の小学校８校、中学校７校の１５校に新たに導入す

る予定でございます。 

 次に３、今後の対応でございます。令和８年度に導入意向を示してい

る学校につきましては、校長や副校長へ制度的な説明を行っていく予定

でございます。それ以降の設置につきましては、環境や条件等が整った

ところから順次導入を進めていくこととしております。 

 また、資料２ページには、これまでの導入校を掲載しておりますので、

後ほど御参照ください。 

 説明は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本報告を終了いたします。 

 続いて、報告事項６ 江東区立図書館経営方針及び第三次江東区こど

も読書活動推進計画の改定についてを説明願います。 

 江東図書館長。 

 

吉木江東図書館長  それでは、江東区立図書館経営方針及び第三次江東区こども読書活動

推進計画の改定について説明いたします。 

 資料の１３を御覧ください。 

 項番１の策定の背景でございますが、本方針及び計画につきましては、

図書館法やこどもの読書活動の推進に関する法律に基づく計画であると

ともに、江東区長期計画、教育推進プラン・江東を上位計画としている

ものでございます。 

 今回、方針及び計画が令和７年度をもって計画期間の終了となるため、
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方針及び計画を統合し、（仮称）江東区立図書館ビジョンの策定を行い

ます。 

 統合につきましては、図書館サービスの内容について分かりやすく、

また進捗管理しやすくするためなどの視点、観点から行われてございま

す。 

 項番２の策定体制でございますが、策定に当たっては広く意見等をい

ただくため、区民及び有識者、また図書館関係団体の方などから構成さ

れる懇談会を設置いたしまして、そこでいただいた意見等を尊重しなが

ら、庁内の策定委員会で検討を重ねてまいりたいと考えてございます。 

 今後のスケジュールでございますが、９月に策定委員会を設置し、１

２月にパブリックコメントを実施しまして、令和８年３月の策定を目指

し検討を進めてまいります。 

 本区では、電子図書館サービスの導入や有明こども図書館の開館など、

サービスの向上に努めておりますが、改めて図書館に求められるニーズ

や課題にどのように対応していくかを検討し、これからの図書館サービ

スの在り方やその取組の方向性を明確にすることで、時代に適合した品

質の高い図書館サービスにつなげてまいりたいと考え、方針及び計画の

策定に着手するものであります。 

 説明は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。 

 よろしいでしょうか。 

 今回、統合するという部分でのことが大きな変化かなと思いますけれ

ども、その辺のメリットについて御説明いただければ。 

 江東図書館長。 

 

吉木江東図書館長  統合することのメリットにつきましては、先ほど、分かりやすく、進

捗管理しやすくというようなお話をさせていただきましたが、図書館経

営方針では柱が３つございまして、また、それとは別にこども読書計画

ではまた別の取組が書かれてございます。 

 柱の３つの中の１つ目のところに、こども読書のことも書かれてござ

いまして、両方の方針と計画に重複した内容が書かれているもの等ござ

います。また、こども読書活動推進計画につきましては、目標となる指

標がございますが、方針につきましては、方針でございますので指標等

ございませんので、そういったところ。 

 もう一つは、方針に基づいて、毎年度、サービス計画というものを策

定してございますが、そちらについてはホームページ等で公表はしてい

るものの、そちらについても、こども読書の活動推進計画の報告と重複

する部分ございますので、それらを統合することによって、皆様に分か

りやすく示せるとともに、事業の進捗等の管理をしやすくするというよ
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うなことで統合を考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  ありがとうございます。 

 今まで３つに分かれていたというものが一つになるというところでは、

非常に分かりやすいというところもあると思いますので、分かりやすい

ことをさらに区民の方々に見てもらえるようにやっていただければなと

いうふうに思っております。 

 それでは、本報告を終了いたします。 

 続いて、報告事項７ 令和７年度特別整理期間に伴う図書館の休館に

ついてを説明願います。 

 江東図書館長。 

 

吉木江東図書館長  それでは、令和７年度特別整理期間に伴う図書館の休館について御報

告いたします。 

 資料の１４を御覧ください。 

 図書館では、年に１回、図書館内の蔵書の点検、また汚損、破損等に

よる図書の除籍等の作業を集中的に行うため、特別整理期間として休館

日を設定してございます。今回、令和７年度の各図書館の休館期間の日

程について御報告いたします。 

 項番１の特別整理期間に伴う休館期間につきましては、基本的に３日

間の休館をいただき作業を実施しておりますが、深川図書館においては

蔵書数が多いことから４日間、江東図書館においては、蔵書数に加えケ

ーブル工事を予定しておりますので５日間の休館期間を設けてございま

す。最上段の豊洲図書館から有明こども図書館の特別整理期間は記載の

とおりでございます。また、最下段の枝川図書サービスコーナーにつき

ましては、蔵書がないことから特別整理期間は設けてございません。 

 また、２にあります休館期間の周知方法でございますが、江東区報、

図書館ホームページ、ＳＮＳ、館内ポスター等により周知を進めていき

たいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本報告を終了いたします。 

 それでは、以上をもちまして、令和７年第２回江東区教育委員会定例

会を閉会いたします。ありがとうございました。 

  


